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（１）　全国的に見ても、正規雇用者は減少傾向（図１、２）にあり、その傾向は、岩手県内においても同様の傾向にある（図3）。

１　正規雇用者の減少

図１　正規雇用者と非正規雇用者の推移

図２　年齢階級別非正規雇用比率の変化

図３　岩手県の男女別正規の職員・従業員の割合の推移
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図４　岩手県の年齢階級、雇用形態別雇用者の構成比
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（２）　非正規社員の有配偶率は、正社員に比べ低くなっており、正社員以外の増加による少子化の加速が懸念される（図５）。

図５　有配偶者の占める割合（男性　２００２年）

１　正規雇用者の減少
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２　進む少子化

資料：「人口動態統計」厚生労働省大臣官房統計情報部

図６　出生数及び合計特殊出生率

図７　岩手県人口の推移 図８　岩手県人口の自然増減の推移

（１）　少子化が進み（図６）、県内においては平成１０年以降、死亡数が出生数を上回り人口が自然減となっている（図７、８）。
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（２）　県内においては６５歳以上の人口の割合が一貫して拡大している（図９、１０）

図９　岩手県の年齢構成の推移
図１０　岩手県の人口ピラミッド

２　進む少子化

拡大している。

5



133 138 148 148
134 134 140 133 139 147 149 152 156 160

1903
1913 1912

1896

1868

1848 1854
1843 1841

1853

1834 1834
1842

1850

1770 1775
1764

1748
1734

1714 1714 1710
1702 1706

1685 1682 1686 1690

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

（資料出所） 厚生労働省「毎月勤労統計調査」
　　　　 （注） 事業所規模３０人以上

（年度）

３　労働時間の二極化
（１）　総労働時間の推移
　近年、労働者平均では、労働時間は減少してきたが（図１１）、これは主にパートタイム労働者の比率が増えたことが要因で
あり、一般労働者及びパートタイム労働者ともに労働時間数は横ばいの状況（図１２）。
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（資料出所） 厚生労働省「毎月勤労統計調査」
　　　　 （注） 事業所規模３０人以上
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３　労働時間の二極化
（２）　県内の総労働時間
　　岩手県の総実労働時間は全国で一番いという状況にある（図１３）。

図１３　平成１８年の都道府県別年間総実労
働時間（事業所規模３０人以上）

１，９６２

１，８４２
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（３）　県内の総労働時間の推移
　　岩手県内の総実労働時間が全国で一番い要因としては、所定内の労働時間が長いことが考えられる（図１４）。
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■資料出所：厚生労働省「毎月勤労統計調査」（調
査産業計・規模30人以上）

図１４　年間総実労働時間の推移（全国・岩手県）

３　労働時間の二極化
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図１５　平成18年の業種別年間総実労働時間（全国・岩手県）

（４）　業種別年間総実労働時間
　　岩手県内では、運輸業の年間総実労働時間が長くなっており（図１５）、県内の面積が広いことが要因の一つと考えられる。

■資料出所：厚生労働省「毎月勤労統計調査」（規模30人以上）
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３　労働時間の二極化
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（５）　長短の二極化
　週の労働時間が「３５時間未満の者」及び「６０時間以上の者」の全体に占める割合がともに増加する一方、「３５時間以上６０
時間未満の者」の割合が減少し、「労働時間分布の長短二極化」がみられ、特に、３０代の男性で週の労働時間が６０時間以
上の者の割合が高い（図１６）。

 
平成５年 平成１８年 差 

９２９万人 １２０５万人 ＋２７６万人 
週３５時間未満の者 

１８．２％ ２２．５％ ＋４．３ポイント 

３６２５万人 ３５５３万人 ▲７２万人 
週３５時間以上 
週６０時間未満の者 

７１．１％ ６６．４％ ▲４．７ポイント 

５４０万人 ５８０万人 ＋４０万人 
週６０時間以上の者 

１０．６％ １０．８％ ＋０．２ポイント 

合  計 ５０９９万人 ５３５３万人 ＋２５４万人 

 
 
３０代男性で週労働時間６０時間以上の者 
 

平成５年 平成１８年 差 

１５３万人 １８８万人 ＋４６万人 
週６０時間以上の者 

２０．３％ ２１．７％ ＋１．４ポイント 
（資料出所）総務省統計局「労働力調査」 
（注） 上の表は雇用者についてのもの。ただし、「３０代男性で週労働時間６０時間以上の者」につい

ては、統計上の制約から、雇用者のみの数値が得られないため、下の表は雇用者だけでなく自営業主

と家族従業者を含んだ就業者数により作成。 

図１６　労働時間ごとの雇用者数

労働時間分布の長短二極化

３　労働時間の二極化
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図１７　男性有業者・平日の活動生活時間

３　労働時間の二極化
（６）　男性有業者・平日の活動別生活時間
　３０歳代、４０歳代の有業者の平日の活動別生活時間をみると、ここ１０年で仕事時間が増え、一方で睡眠時間、休養くつろ
ぎの時間、交際・つき合い等の時間が減少している。仕事以外の時間が減少している中で、家事・育児等の時間はわずかに
増加している（図１７）。
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４　ライフスタイルの変化

（１）　女性の働き方に対する考え方
　働き方に関する女性の考え方をみると、「子どもができてもずっと職業を続ける」が増加しており、「子どもができたら職業をや
め、大きくなたら再び職業を持つほうが良い」も高い割合をしめている。

　「子供ができてもずっと職業を続ける（一生もちつづ
ける）」が増加している。

　「子供ができたら職業をやめ、大きくなったら再び職
業を持つほうが良い」についても高い割合。

図１８　女性の働き方に関する考え方（女性）
図１９　「女性が職業をもつ」ことについて（女性）岩手県
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（２）　共働き世帯の増加
　共働き世帯が増加し、現在では雇用者世帯の過半数を占めている（図２０）。

図２０　共働き等世帯数の推移

４　ライフスタイルの変化
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図２１　育児休業取得率
【女性】

【男性】
（％）

岩手 全国 目標値※
取得率 1.1 0.6 10

（１）　育児休業の取得
　　育児休業を利用する女性は増えているものの、男性の取得率は、低調である（図２１、２２）。
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90
％

取得率 77.8 88.5 80

岩手 全国 目標値※
※目標値とは？
　「子育てと仕事の両立支援」をより一層推進
するために「子ども・子育て応援プラン」で定
められた社会全体としての目標値。
　希望する者が安心して育児休業を取得できる
職場環境となるよう、
①　育児休業取得者率　男性10％、女性80％
②　小学校就学前の子を育てる労働者に対
　　する勤務時間短縮等の措置普及率25％
とされている。

資料出所：厚生労働省「平成18年度女性雇用管理基本調査結果概要」
　　　　　　　岩手県商工労働観光部「平成18年度労働条件等実態調査報告書」

（注）全国は本社において常用労働者30人以上の企業を対象として
いるが、岩手は常用労働者30人未満を含む事業所が対象

図２２　育児休業・子の看護休暇取得者（岩手県）

５　仕事と育児の二者択一
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（２）　出産前後の就業状況
　　育児休業を利用する女性は増えているものの、第１子出産前後の継続就業率は上がっていない。この結果、出産１年前に
有職であった女性の７割が出産６ヶ月後には離職している（図２３）。

図２３　第１子出産前後の女性の就業状況の変化

５　仕事と育児の二者択一
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希望に反して
離職したもの
２９．８％

図２４　両立が難しかった理由

５　仕事と育児の二者択一
（３）　仕事と育児の両立
　　出産１年前に有職であった女性の７割が出産６ヶ月後には離職し、その約３割は希望に反して離職している（図２４）。
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（４）　子育てしながら働くために必要な環境（その１）
　家族の状況として女性が最も必要と考えているのは、「配偶者が平日も家事・育児に協力してくれること」となっている。
　職場の環境・制度としては、「子どもの病気などの時に休みがとれる」、「フレックスタイム制度」、「在宅勤務など柔軟な働き方
ができる」などが多くあげられている（図２５、２６）。

図２５　家族の状況として最も必要なこと
：単数回答　ｎ＝3100

図２６　職場の環境・制度として最も重要なこと
：単数回答　ｎ＝3100

資料出所：内閣府「女性のライフプランニング支援に関する調査」（平成１９年）（対女性）

５　仕事と育児の二者択一
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図２７

図２８

（５）　男性の家事・育児への参加
　家族の状況として女性が最も必要と考えているのは、「配偶者が平日も家事・育児に協力してくれること」となっている。が、
我が国の男性の家事・育児時間は他の先進諸国に比べ非常に短い（図２７）。
　また、子育てと仕事を同等に重視したいとの希望はあるが、現実には仕事を優先している（図２８）。
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（６）　子育て支援の状況
　岩手県内における子育て支援に対する取組みは上昇している（図２９）。

図２９

図３０

図３１

５　仕事と育児の二者択一
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図３１の２　次世代育成支援法に基づく「一般事業主行動計画」の届出状況

社 社

社 社

社 社

社 社※

※全国の企業数については、「事業所・企業統計調査センサス」より２９９人以下企業数を計上したもの。

1.00%

岩手県

届出率

全国

13,326

13,409

99.38%

11,449

1,503,669

0.76%

131

13,130

３０１人以上

３０１人以上の企業数

３００人以下

３００人以下の企業数

96

96
届出率 100.0%

５　仕事と育児の二者択一

（７）　次世代育成支援
　法律で作成、届出が義務付けられている３０１人以上規模の事業場については、県内では１００％の届出率（図３１の２）。
　一方で、３００人以下の企業については努力義務であり、その提出は、１％にとどまっている。

作成、届出義務

平成１６年１２月２４日に少子化
社会対策会議において決定され
た「子ども・子育て応援プラン」に
おいて、平成２１年度までの５年
間で、２５％の企業が作成、届出
を行うことを目標としている。
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0.2533
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５　仕事と育児の二者択一

（８）　次世代育成支援
　次世代育成支援対策の内容として育児休業を取得しやすい環境整備が４７．１６％と最も多い（図３１の３）。

妊娠中や出産後の女性労働者の健康の確保について、労働者に対する制度の周知や情報提供及び相談体制の整備の実施

産前産後休業後における原職又は原職相当職への復帰のための業務内容や業務体制の見直し

育児・介護休業法の育児休業制度を上回る期間、回数等の休業制度の実施

育児休業を取得しやすく、職場復帰しやすい環境の整備のための措置の実施
小学校就学前の子どもを育てる労働者のための勤務時間の短縮等の措置の実施

小学校就学前の子どもを育てる労働者が利用できる事業所内託児施設の設置及び 運営

小学校就学前の子どもを育てる労働者が子育てのためのサービスを利用する際に要する費用の援助の措置の実施

労働者が子どもの看護のための休暇を取得できる制度の導入

子どもが生まれる際の父親の休暇の取得の促進

子育てを行う労働者の社宅への入居に対する配慮、子育てのために必要な費用の貸付けの実施など子育てをしながら働く労働者に配慮した措置の実施

育児・介護休業法に基づく育児休業や時間外労働・深夜業の制限、雇用保険法に基づく育児休業給付、労働基準法に基づく産前産後休業など諸制度の周知

出産や子育てによる退職者についての再雇用制度の実施

所定外労働の削減のための措置の実施

年次有給休暇の取得の促進のための措置の実施

多様な働き方の選択肢を拡大するための短時間勤務や隔日勤務の導入

情報通信技術（ＩＴ）を利用した場所・時間にとらわれない働き方の導入

　職場優先の意識や固定的な性別役割分担意識の是正のための情報提供・研修の実施

その他雇用環境の整備

託児室・授乳コーナーや乳幼児と一緒に利用できるトイレの設置等の整備や商店街の空き店舗等を活用した託児施設等各種の子育て支援サービスの場の提供

地域において子どもの健全育成のための活動等を行うＮＰＯ等への労働者の参加を支援するなど、子ども・子育てに関する地域貢献活動の実施

子どもが保護者である労働者の働いているところを実際に見ることができる「子ども参観日」の実施

労働者が子どもとの交流の時間を確保し、家庭の教育力の向上を図るため、企業内において家庭教育講座等を地域の教育委員会等と連携して開設する等の取組の実施

若年者に対するインターンシップ等の就業体験機会の提供、トライアル雇用等を通じた雇入れ又は職業訓練の推進

その他

その他労働条件の整備

希望する労働者に対する勤務地、担当業務の限定制度の実施

図３１の３　次世代育成支援対策の内容として定めた事項
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（注）　１）　　「付与日数」には、繰越日数を含まない。
　　　　２）　　「取得率」は、全取得日数／全付与日数×１００（％）である。

（資料出所）　厚生労働省｢就労条件総合調査｣（平成１１年以前は「賃金労働時間制度等総合調査」による）

付
与
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取
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日
数

付与日数・取得日数（岩手県）

図３２　労働者１人平均年次有給休暇の推移（調査産業計、企業規模３０人以上）

取得率（岩手県）
取
得
率

６　休暇
（１）　年次有給休暇の取得
　年次有給休暇の取得率は、低下傾向にある（図３２）。
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（２）　年次有給休暇の取得へのためらい
　年次有給休暇の取得に対して６７．７％の労働者がためらいを感じながら取得している（図３２）。

図３３　年次有給休暇の取得へのためらい

ためらいを感じる
２５．２％

ややためらいを感じる

４２．５％

あまりためらいを感じない

２２．８％

全くためらいを感じない
８．４％

無回答
１．１％

資料出所：「労働時間等の設定の改善の促進を通じた仕
事と生活の調和に関する意識調査（平成１９年）」
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※　資料出所：厚生労働省「就労条件総合調
査」　　（注）　平成１７年は調査を行っていない。

図３４　特別な休暇制度導入企業の割合

（３）　特別休暇
　６３．５％の企業において特別休暇の制度を導入している（図３３）。

６　休暇
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６　休暇
（４）　特別休暇の事例

事例１　【おいしいお酒ができた休暇】
　県内の酒造会社において、「おいしいお酒ができた休暇」の導入を検討している。

事例２　【プロジェクト休暇】
　情報サービス業（従業員１，０００）：プロジェクト終了後に年２日の特別休暇が付与されるプロジェクト休暇を設け
ている。
　資料出所：社団法人　全国労働基準団体連合会「長期休暇推進好事例マニュアル」

事例３　【ラ・メゾン休暇】
　製薬会社（サノフィ・アベンティス）：小学３年までの子供がいる社員に対し、入学式や授業参観日に有給で休める
「ラ・メゾン休暇」（「ラ・メゾン」はフランス語で「家」の意）を設けている。　資料出所：読売新聞HP「仕事事情」

事例４　【メモリアル休暇】
　家電メーカー（シャープ）：社員や家族の誕生日、結婚記念日などに休める「メモリアル休暇」、人間ドックなどを受
診するための「ヘルスケア休暇」を設けている。　資料出所：読売新聞HP「仕事事情」

事例５　【ラブ休暇】
　人材派遣会社（ワークスエンターテイメント）：独身の男女の社員が恋人の誕生日に有給の特別休暇を取得でき
る「ラブ休暇」を設けている。　資料出所：読売新聞HP「仕事事情」

事例６　【お父さん・お母さん休暇】
　三次市：男性も女性も一緒に子育てのために休むことが当たり前の職場風土をつくるため、１歳６ヵ月に達するま
での１人の子につき、最長２ヵ月の「お父さん・お母さん休暇」（特別休暇）を設けるとともに、休暇の取得を義務付
けている。
資料出所：三次市HP
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